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支部交渉について 

恒例の支部交渉の開催が難航しているため、本日、以下の開催要求書を学部当局に手交しました。 

 

日本大学文理学部長 紅野 謙介 殿 

日本大学教職員組合文理学部支部 

支部長 古川 隆久 

支部交渉開催要求書 

本支部は、1月 24日に支部長古川から学部事務当局を通じて、貴殿に対し支部交渉開催を申し入れ、

交渉の内容を記した「支部交渉案件」も手交しました。その際、学部事務当局からは、労働組合との団

体交渉は法人本部に一本化されている旨の説明がありましたが、従来学部と本支部の間で事実上の「交

渉」が行なわれてきた慣例をふまえて検討を要請し、書面は受理されました。その後、支部長から数度

にわたり回答を督促してまいりましたが、3月 6日の時点で、なお開催の見込みはたっていない旨の説

明を学部事務当局より受けました。 

しかし、日本大学教職員組合文理学部支部が文理学部長・執行部と交渉を行うことは、労働組合法第

6条及び第 7条に照らして当然の権利です。加えて、上述のように、文理学部においては長きにわた

り、日本大学教職員組合文理学部支部と文理学部当局との事実上の「交渉」の場は設定され続けてお

り、このことは、本支部の広報紙『さくら』においても「支部交渉」として経過や結果について報じて

来た通りです。 

以上の点に鑑み、支部交渉に関する現状は、組合の当然の権利と長らくの労働慣行を無視したもので

あり、当支部として強く抗議すると共に、下記の通り要求いたします。 

記 

 日本大学教職員組合文理学部支部は、以下の２点を、学部長に強く要求する。 

１．支部交渉開催日時を速やかに決定し、その決定した開催日時を文理学部支部長に連絡すること。 

２．もし、開催が出来ない場合は、その理由を書面にて、文理学部支部長に通知すること。   以上 

 

新任教職員に対する組合紹介の実施 

学部当局との合意により、4月 1日の学部による新任教職員説明会終了後、本支部による組合紹介を行

うことになりました。これは商学部ですでに実施されていることから、実施を申し入れていたものです。 

 

3月 21日シンポジウムのお知らせ 

本組合協賛のシンポジウムです。裏面に詳細ご案内を掲載しましたので、ぜひご参加ください。 
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